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下
水
道
整
備
事
業
の
現
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

わ
が
国
の
近
代
的
下
水
道
は
明
治
時
代
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
昭
和
三
十
三
年
の
下
水
道
法
の
制
定
以

来
、
下
水
道
事
業
は
公
衆
衛
生
の
向
上
、
水
質
保
全
な
ど
環
境
面
及
び
雨
水
対
策
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
安
全
確
保
な
ど
で
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

そ
の
一
方
で
下
水
道
事
業
の
現
況
を
概
観
し
て
も
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
と
考
え
る
。
統
計
数
字
を
含
め
下
水
道
事
業

を
め
ぐ
る
現
況
を
把
握
し
、
今
後
の
下
水
道
事
業
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
る
た
め
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

下
水
道
の
建
設
財
源
と
さ
れ
て
き
た
自
治
体
の
下
水
道
債
借
入
金
は
、
下
水
道
経
営
を
困
難
に
陥
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、

自
治
体
の
財
政
を
圧
迫
す
る
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
下
水
道
債
借
入
金
残
高
総
額
に
つ
い

て
、
最
近
の
実
態
を
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
下
水
道
債
借
入
金
残
高
が
地
方
公
共
団
体
の
借
入
金
総
額
に
占
め
る
割

合
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。
さ
ら
に
過
去
三
十
年
間
で
、
料
金
不
足
額
が
一
般
会
計
の
借
金
に
振
り
替
え
ら
れ
た
下
水
道
料
金

赤
字
総
額
を
伺
い
た
い
。

二

建
設
費
の
ほ
か
下
水
道
の
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。
自
治
体
の
下
水
道
維
持
管
理
費
総
額
、
下
水
道
使
用
料
総

額
及
び
市
町
村
の
一
般
会
計
で
支
出
さ
れ
る
料
金
不
足
総
額
に
つ
い
て
、
最
近
の
実
態
を
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
一

一



般
会
計
か
ら
下
水
道
会
計
へ
繰
り
出
さ
れ
た
過
去
十
年
間
の
総
額
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

三

小
泉
前
内
閣
の
三
位
一
体
改
革
に
よ
る
国
庫
補
助
負
担
金
の
削
減
、
地
方
交
付
税
交
付
金
の
圧
縮
が
実
施
さ
れ
、
下
水
道

事
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
一
段
と
厳
し
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
市
町
村
の
下
水
道
事
業
財
政
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
見
解
を
伺
い
た
い
。

四

北
海
道
夕
張
市
の
財
政
破
綻
は
、
観
光
事
業
の
失
敗
に
よ
る
債
務
が
大
き
す
ぎ
て
目
立
た
な
い
が
、
下
水
道
の
建
設
及
び

供
用
開
始
後
の
管
理
・
運
営
に
伴
う
負
債
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
る
。
平
成
十
六
年
度
末
で
夕
張
市

の
下
水
道
債
残
高
は
約
十
八
億
円
、
十
六
年
度
ま
で
の
十
年
間
の
下
水
道
会
計
収
入
不
足
額
は
約
二
十
億
六
千
万
円
と
聞
い

て
い
る
。
再
建
計
画
で
下
水
道
使
用
料
の
値
上
げ
を
行
う
と
し
て
い
る
が
、
収
入
不
足
額
を
埋
め
る
に
は
遠
く
及
ば
ず
、
再

建
計
画
が
予
定
ど
お
り
進
ま
な
い
こ
と
を
危
惧
す
る
。
見
解
を
伺
い
た
い
。

五

国
土
交
通
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
下
水
道
普
及
率
は
人
口
百
万
人
以
上
の
規
模
の
都
市
で
九
八
・
四
％
、
他
方
、
人
口
五

万
人
未
満
の
自
治
体
で
は
三
六
・
三
％
で
あ
り
、
未
普
及
人
口
は
二
千
五
百
万
人
と
し
て
い
る
。
今
後
人
口
五
万
人
未
満
の

自
治
体
の
下
水
道
整
備
が
課
題
と
し
て
い
る
が
、
ど
の
く
ら
い
の
費
用
と
期
間
が
必
要
と
考
え
て
い
る
か
伺
い
た
い
。

六

今
後
は
管
路
の
布
設
換
え
等
更
新
の
た
め
の
事
業
が
増
加
す
る
と
考
え
る
が
、
更
新
の
た
め
の
費
用
及
び
そ
の
財
源
等
に

二



つ
い
て
伺
い
た
い
。

七

合
併
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
下
水
道
と
同
様
、
水
質
保
全
、
生
活
環
境
の
改
善
及
び
保
全
を
図
る
上
で
有
効
な
施
設
で
あ
る

と
政
府
も
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
例
と
し
て
平
成
三
年
六
月
十
二
日
付
、
「
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
と

下
水
道
事
業
と
の
調
整
に
つ
い
て
」
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
知
）
。
ま
た
北
側
前
国
交
大
臣
は
平
成
十
七
年

の
下
水
道
法
一
部
改
正
案
審
議
の
際
に
、
「
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
手
法
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
の
役
割
、
機
能
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
地
方
公
共
団
体
が
み
ず
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
重
要
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

今
後
、
下
水
道
事
業
が
市
街
地
か
ら
郊
外
へ
、
地
方
で
は
中
山
間
地
へ
と
移
っ
て
い
き
、
公
共
下
水
道
と
し
て
整
備
を
進

め
る
に
は
、
自
治
体
の
負
担
能
力
を
は
る
か
に
超
え
る
財
源
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
下
水
道
か
合
併
浄
化

槽
か
の
選
択
に
つ
い
て
、
費
用
対
効
果
、
地
方
財
政
の
健
全
化
の
面
か
ら
、
よ
り
適
切
、
合
理
的
な
選
択
が
さ
れ
る
よ
う
、

新
た
な
方
針
を
提
案
す
る
考
え
が
あ
る
か
、
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


